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「要介護認定等の実施について」の一部改正について（通知） 
 
 
 時下、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。 
 さて、この度、厚生労働省より、令和８年４月１日以降、順次、介護情報基盤経由で

の情報共有を開始することに伴い、「主治医意見書」及び「主治医意見書記入の手引き」

についても必要な改正を行う旨等の通知がありました。通知を受け、川崎市では令和８

年４月１日から主治医意見書の様式について、国の様式に合わせた改正を行います。つ

きましては、下記取り扱いにつきまして御了承くださいますようお願い申し上げます。 
 なお、本市における介護情報基盤との情報連携は令和１０年４月を予定しております

ことを申し添えます。 
 
１ 改正後の取り扱いについて 
〇医師の同意欄について 
 同意欄が削除され、主治医意見書は原則的に情報提供の対象となります。 
 
〇特記すべき事項について 
 「情報提供者や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構で

す。」の文言が削除され、別紙の添付が不可となります。 
 
２ 旧様式で作成された意見書の取り扱いについて 
 令和８年４月１日以降は、同意欄にチェックがあっても、同意欄自体がないものとし

て取り扱うことになりますので、御承知おきください。 
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